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奨学団体名

（奨学金名称）

2026

募集人数

募集学年

募集学部・研究科

研究分野等

大学締切時期

給付 月額 貸与 無

授業料相当額支給

（採用時）一時金

併給
年齢制

限

就労制限
出身地

制限

その他応募条件

学部2～4年生

理工系学部

奨学生募集要項（2026年度）

 

広智奨学会

全国で26名程度

・学部2年生：15名程度

・学部3年生：6名程度

・学部3年生：5名程度

大学経由応募（B区分）

2026年5月14日（木）

無

30,000円

無

・給付型奨学金（他の奨学金）との併給可

・申請書類は、財団HPからダウンロードすること

併給可

―

無

日本国籍を有する者
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公益財団法人広智奨学会 

2026年度 奨学生募集要項 
 

１．  趣旨 

当財団の奨学金制度は、経済的な理由により学費の支弁が困難な理工系学部 

に在籍する大学生に向けて返還不要の奨学金を給付することで、将来社会に 

貢献し得る有為な人材育成と学問の奨励を図ることを目的としています。 

 

２．  特徴 

この奨学金の特徴は、次のとおりです。 

(1) 当財団の奨学金は、返済の義務はありません。 

(2) 奨学金を受給したことにより、当財団を支援する企業への入社等の付帯

義務を負うものではありません。 

(3) 他の奨学金制度に応募し、又は他の奨学金制度を現に利用している場合 

であっても、応募資格を有するものとします。 

 

３．  応募資格 

この奨学金の応募資格は、次のすべてに該当する者とします。 

(1) 日本国内の大学の理工系（文部科学省の学科系統分類表に定める大分類が、

理学、工学に限る。）学部に在籍する大学２年生～４年生であること。 

ただし、通信教育課程及び夜間学部生を除きます。 

※文部科学省の学科系統分類表 

https://www.mext.go.jp/content/20200330-mxt_chousa01-001412325_4.pdf 

(2) 日本国籍を有すること。 

(3) 学業・人物ともに優秀であり、健康であること。 

 

４．  奨学生の採用予定人数 

2026年度(令和８年度)の採用予定人数 26名程度（２年生15名、３年生６名、

４年生５名程度） 

 

５．  奨学金の額と給付の方法 

(1) 給付金額 

月額30,000円 
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(2) 給付の期間 

2026年４月から、原則として正規の最短修業年限までの期間 

・大学２年生：2026年４月～2029年３月（最長３年間） 

・大学３年生：2026年４月～2028年３月（最長２年間） 

・大学４年生：2026年４月～2027年３月（最長１年間） 

(3) 給付の方法 

奨学金は、原則として３か月分を３か月ごとに本人名義の銀行口座に振

りこみます。ただし、給付初年度の４月～９月分は、まとめて９月末頃給付し

ます。 

 

６．  応募方法 

(1) 次の「７．提出書類」に掲げる書類を、各大学の奨学金担当窓口に提出

してください。 

(2) 学生個人から当財団への直接応募は受け付けておりません。 

(3) 各所定様式については、所属大学の奨学金担当窓口からコピーを入手す

るか、当財団のホームページからダウンロードしてください。 

 

７．  提出書類 

(1) 奨学生願書＜様式①＞（所定様式 Wordファイル） 

(2) 奨学生願書＜様式②＞（所定様式 PDFファイル） 

(3) 前年度分の成績証明書（コピー不可） 

(4) 標準化ＧＰＡ計算書（所定様式 Excelファイル） 

記載方法をよく読み、(3)の成績証明書を基に記載。 

(5) 学校長等の推薦書（所定様式 Wordファイル） 

  推薦理由欄は、なるべく応募者を直接指導する方が記載。 

(6) 在学証明書（コピー不可） 

(7) 住民票の写し（コピー不可） 

同一生計の世帯全員分で、マイナンバーの記載がないもの（直近３か月

以内に取得したもの） 

(8) 所得証明書類 

父母等家計を支えている者（２名以上で家計を支えている場合は、それ

ぞれの）に係る2025年分所得税の確定申告書のコピー（給与収入のみで

ある場合には、給与所得の源泉徴収票のコピー） 

(9) 個人情報の取扱いに関する同意書（所定様式 PDFファイル） 

 

８．  応募締切日 

各大学の奨学金担当部署から当財団への提出期限は、2026年５月29日（金） 

とします（当財団事務局必着）。 
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９．  選考及び採用通知 

(1) 当財団の奨学金選考委員会にて、願書の記載内容、学業成績及び家計状

況などを総合的に評価し、書類審査により選考します。 

(2) 必要に応じて面接を実施する場合もあります。また、提出書類の記載内

容確認のために、当財団事務局から電話連絡をさせていただく場合があ

りますので、ご協力をお願いいたします。 

(3) 採用通知は、2026年８月中旬頃に大学及び本人宛に郵送します。 

 

１０．  奨学生の義務 

当財団の奨学生に採用された学生には、以下の事項を義務として順守して

いただきます。 

(1) 進級時及び給付期間終了時に成績証明書及び生活状況報告書(所定様式)

を提出すること 

(2) 氏名、住所、連絡先等に変更がある場合や、留年、休学、留学、転学若

しくは退学又は長期欠席等をする場合は、事前に異動届出書(所定様式)

を提出すること 

(3) この他「１１．奨学金の停止又は廃止」に掲げる事実が発生した場合は、

速やかに報告すること 

 

１１．  奨学金の停止又は廃止 

奨学生が次のいずれかに該当することとなったときは、奨学金の給付を停

止又は廃止をすることがあります。また、当該奨学生において、故意若し

くは重大な過失による違約・違反が認められた場合には、奨学金の一部若

しくは全部の返還を求めることがあります。 

(1) 留年、休学、留学、転学若しくは退学したとき、又はやむを得ない事情がなく

大学を１か月以上にわたって欠席したとき 

(2) 学業又は生活態度などの状況により指導上必要があると認めたとき 

(3) 重篤な疾病などのため修学の継続がなくなった場合（廃止） 

(4) 学業成績又は生活態度が不良となった場合（廃止） 

(5) 奨学金を必要としない理由が生じたとき（廃止） 

(6) 応募書類について故意若しくは重大な過失による違約、違反が認められ

たとき（廃止） 

(7) 在学する大学における学籍を失ったとき（廃止） 

(8) 当財団の事務局と連絡が取れなくなったとき、又はその指示や指導に従

わなかったとき（廃止） 

(9) 当財団の理事会において給付の廃止が適当と認められたとき（廃止） 

(10) 上記「１０．奨学生の義務」に違反したとき（廃止） 

(11) この他、奨学生として適当でない事実があったとき（廃止） 
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１２．  その他 

応募書類の返却はいたしませんので、ご了承ください。 

 

公益財団法人広智奨学会 

 住 所 ： 

〒812-0025 

福岡市博多区店屋町３番２２号 

（OCHIホールディングス株式会社内） 

 電 話 番 号 ： ０９２－２９２－０６１６ 

 携 帯 番 号 ： ０８０－５６００－６７４５ 

 E - m a i l ： jimukyoku@kochishogaku.net 

 Ｕ Ｒ Ｌ ： kochishogaku.net 

 

以上 

mailto:jimukyoku@kochishogaku.net
https://kochishogaku.net/
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